
 

 

 

リスク管理基本方針  
 

和歌山県農業協同組合  

令和７年４月１日制定  

 

組合員・利用者の皆さまに安心してＪＡをご利用いただくためには、より健全性の高い

経営を確保し、信頼性を高めていくことが重要です。  

このため、直面する様々なリスクに適切に対応すべく、認識すべきリスクと管理方針を

以下のとおり整理するとともに、適切な資産自己査定の実施などを通じてリスク管理体

制の充実・強化に努めてまいります。  

また、昨今の国際情勢をふまえ、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与等の金融

サービスの濫用防止対策（マネロン等対策）の重要性はこれまでになく高まっています。

当ＪＡではマネロン等対策を重要課題の１つとして位置付け、リスクに応じた対策を適

切に講じます。  

 

 

１．信用リスク管理  

信用リスクとは、信用供与先の財務状況の悪化等により、資産（オフ・バランスを含

む。）の価値が減少ないし消失し、金融機関が損失を被るリスクのことです。  

当ＪＡは、個別の重要案件又は大口案件については理事会において対応方針を決定

します。また、通常の貸出取引については、本店に融資審査担当部署を設置し、各支店

と連携を図りながら与信審査を行います。審査にあたっては、取引先のキャッシュ・フ

ローなどにより償還能力の評価を行うとともに、担保評価基準など厳格な審査基準を

設けて、与信判定を行います。一方、資産及び財務の健全化をはかるため、不良債権の

管理・回収を徹底するとともに、資産の自己査定の厳正な実施と、その結果に基づく適

正な償却・引当に努めます。  

 

２．市場リスク管理  

市場リスクとは、金利、為替、株式等の様々な市場のリスク・ファクターの変動によ

り、資産・負債（オフ･バランスを含む。）の価値が変動し、損失を被るリスク、資産・

負債から生み出される収益が変動し損失を被るリスクのことです。主に金利リスク、価

格変動リスクなどをいいます。  

金利リスクとは、金利変動に伴い損失を被るリスクで、資産と負債の金利又は期間の

ミスマッチが存在している中で金利が変動することにより、利益が低下ないし損失を被

るリスクをいいます。また、価格変動リスクとは、有価証券等の価格の変動に伴って資

産価格が減少するリスクのことです。  

当ＪＡでは、有価証券運用に係るこれらのリスクに対応し、収益と財務の安定化を図

るため、余裕金運用規程の制定や理事会における運用方針の決定などを通じ余裕金運

用の適正化に努めるとともに、ＡＬＭ委員会の設置・運営などを通じ、資産と負債の総



 

 

 

合管理を基本に、金融情勢の変化に機敏に対応できる柔軟な財務構造の構築に努めま

す。  

 

３．資金調達にかかる流動性リスク管理  

流動性リスクとは、運用と調達のミスマッチや予期せぬ資金の流出により、必要な資

金確保が困難になる、又は通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされるこ

とにより損失を被るリスク（資金繰りリスク）及び市場の混乱等により市場において取

引ができないため、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされることにより

損失を被るリスク（市場流動性リスク）のことです。  

当ＪＡでは、これらのリスクに対応するため、運用・調達に係る月次の資金計画の策

定や余裕金運用方針の策定等を通じ、流動性の確保に努めます。  

  

４．オペレーショナル・リスク管理  

オペレーショナル・リスクとは、業務の過程、役職員の活動もしくは、システムが不

適切であること又は外生的な事象による損失を被るリスクのことです。  

当ＪＡでは、収益発生を意図し能動的な要因により発生する信用リスクや市場リス

ク及び流動性リスク以外のリスクで、受動的に発生する事務、システム、法務などにつ

いて事務処理や業務運営の過程において、損失を被るリスクと定義しています。  

事務リスク、システムリスクなどについて、事務手続にかかる各種規程を理事会で定

め、その有効性について内部監査や監事監査の対象とするとともに、事故・事務ミスが

発生した場合は速やかに状況を把握して理事会に報告する体制を整備して、リスク発

生後の対応及び改善が迅速・正確に反映ができるよう努めます。  

 

５．事務リスク管理  

事務リスクとは、役職員が正確な事務を怠る、あるいは事故・不正等を起こすことに

より金融機関が損失を被るリスクのことです。  

当ＪＡでは、正確な事務処理を行うため事務マニュアルを整備するとともに、自主点

検を実施し事務リスクの削減に努めます。また、事故・事務ミスが発生した場合には、

発生状況を把握し改善を図るとともに、内部監査により重点的なチェックを行い、再発

防止策を実施してまいります。  

 

６．システムリスク管理 

システムリスクとは、コンピュータシステムのダウン又は誤作動等、システムの不備

に伴い金融機関が損失を被るリスク、さらにコンピュータが不正に使用されることに

より金融機関が損失を被るリスクのことです。  

当ＪＡでは、コンピュータシステムの安定稼働とシステムの万一の災害･障害等に備

えるため、電算システム運営管理規程を定めるとともに、規程に基づき安全かつ円滑な

運用とリスク管理に努めます。  

 


